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(57)【要約】
　椎間の円板高を回復するように設計された、拡張可能
椎間スペーサ（ＩＢＳ）装置。この拡張可能椎間スペー
サ装置は、二つのプレートの間に設けられる、一体的、
移動可能、拡張部材、またはスプレッダを有する。プレ
ートは、プレートを互いに近位位置に保持する一方で、
他方、プレートが、拡張部材の活性化により第１の未拡
張位置から第２の拡張位置へと移動することを可能とす
る、１個以上の接続部材によって接続される。本発明の
局面によれば、椎間スペーサ装置は、未拡張または萎縮
形態において埋め込み、次に、拡張部材を嵌合すること
によって十分な高さに拡張させることが可能である。別
の実施態様では、椎間スペーサ装置は様々な形態を取っ
てもよく、例えば、それは、カシューナッツ型、長方形
、または環状であってもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２プレートと結合し、またそれから隔てられる第１プレートを有するインプラント本
体と、
　前記プレート間に結合し、第１位置から第２位置へ移動が可能であり、第２位置にある
場合、前記の第１および第２プレートに対し力を及ぼし、椎間スペーサ装置の高さを増大
させる拡張部材と、を含むことを特徴とする椎間スペーサ装置。
【請求項２】
　前記拡張部材は楔であることを特徴とする請求項１に記載の椎間スペーサ装置。
【請求項３】
　前記拡張部材はピンであることを特徴とする請求項１に記載の椎間スペーサ装置。
【請求項４】
　接続部材はｃ型クランプであることを特徴とする請求項１に記載の椎間スペーサ装置。
【請求項５】
　前記の第１プレート、第２プレート、および拡張部材は、全てチタンから製造されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の椎間スペーサ装置。
【請求項６】
　前記プレートの外面に溝を、さらに含み、該溝は、椎体の端面と嵌合するように構成さ
れることを特徴とする請求項１に記載の椎間スペーサ装置。
【請求項７】
　前記拡張部材は滑走可能的に移動可能であることを特徴とする請求項１に記載の椎間ス
ペーサ装置。
【請求項８】
　前記プレートの前側は、前記プレートの後ろ側よりも高く、これにより前湾整復角度が
得られることを特徴とする請求項１に記載の椎間スペーサ装置。
【請求項９】
　スプレッダの前側は、スプレッダの後ろ側よりも高いことを特徴とする請求項１に記載
の椎間スペーサ装置。
【請求項１０】
　第１平面要素と、
　該第１平面要素から隔てられる第２平面要素と、
　該第１平面要素を該第２平面要素に結合させ、該第１平面要素を該第２平面要素から隔
てて保持する接続要素と、
　前記の第１および第２平面要素の間に配置され、平面要素間を移動可能なスペーサ装置
と、
を含むことを特徴とする椎間スペーサ装置。
【請求項１１】
　前記スペーサ装置の外面に含まれるタブと、
　前記第１平面要素の隣接面において該タブに向き合って設けられる相互的受容溝と、を
さらに含み、
　該タブは、受容溝と嵌合し、前記スペーサ装置を選択位置に保持することを特徴とする
請求項１０に記載の椎間スペーサ装置。
【請求項１２】
　前記スペーサ装置は、ダウエルであることを特徴とする請求項１０に記載の拡張可能椎
間スペーサ装置。
【請求項１３】
　前記スペーサ装置はｕ型クリップであることを特徴とする請求項１０に記載の椎間スペ
ーサ装置。
【請求項１４】
　前記スペーサ装置が側方に嵌合して、前記第１表面要素と前記第２表面要素を互いに遠
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ざかるように移動させることを特徴とする請求項１０に記載の椎間スペーサ装置。
【請求項１５】
　前記の第１と第２表面要素および接続要素とスペーサ装置は、生物学的適合性を持つ不
活性な材料から製造されることを特徴とする請求項１０に記載の椎間スペーサ装置。
【請求項１６】
　前記スペーサ装置の前方辺縁は、スペーサ装置の後方辺縁よりも高いことを特徴とする
請求項１０に記載の椎間スペーサ装置。
【請求項１７】
　スペーサの前方辺縁は、スプレッダの後方辺縁よりも高いことを特徴とする請求項１０
に記載の椎間スペーサ装置。
【請求項１８】
　第１円板型要素；
　該第１円板型要素に近接し、該第１円板型要素との間に空間を有する第２円板型要素と
、
　前記の第１および第２要素の間に挟持されるスペーサ装置と、を含み、
　ここで該スペーサ装置は該要素間を移動可能であり、該スペーサ装置は第１側面と第２
側面を有し、該第１側面と該第２側面は、前記の第１要素および第２要素に付着する接続
機構を有し、接続機構は、前記の第１要素と第２要素を該スペーサ装置に対し滑走可能と
して保持し、脊柱に埋め込まれた際、前記の第１要素、第２要素、およびスペーサ装置は
共同して椎間補強を実現することを特徴とする椎間スペーサ装置。
【請求項１９】
　椎間スペーサ装置を埋め込む方法であって、
　脊柱の腰椎領域に拡張可能椎間スペーサ装置を打撃挿入するステップと、
　該インプラントを拡張するために一体的スプレッダを嵌合するステップと、を含み、前
記スプレッダの嵌合は、該スプレッダを、インプラントの第１および第２要素の間に移動
させるステップを含み、該第１および該第２要素が互いに引き離されることを特徴とする
椎間スペーサ装置の埋込方法。
【請求項２０】
　前記拡張可能椎間スペーサ装置の開口の内の少なくとも一つにＢＭＰをパックすること
をさらに含むことを特徴とする請求項１９に記載の椎間スペーサ装置の埋込方法。
【請求項２１】
　前記スプレッダが側方に嵌合することを特徴とする請求項１９に記載の椎間スペーサ装
置の埋込方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、椎間スペーサ装置を対象とする。さらに具体的には、拡張可能な椎間スペー
サ装置であって、各種既存の外科的処置法、例えば、後方腰椎体融合術（ＰＬＩＦ）、経
椎間孔腰椎体融合術（ＴＬＩＦ）、前方腰椎体融合術（ＡＬＩＦ）、最小侵襲腰椎体融合
術（ＭＩＬＩＦ）、側方椎体融合術、および斜方椎体融合術等に対して適用が可能な装置
を対象とする。
【背景技術】
【０００２】
　脊柱の頚椎および腰椎部分は、脊椎の不安定性および変性疾患を治療するために融合さ
れることがよくある。腰椎体融合のために利用可能な方法は多様であり、また、その適用
が指示される適応症も多様である。しかしながら、様々な方法および適応症があるにも拘
わらず、各方法は、一般に、椎間円板高の回復を標的とする。
【０００３】
　従来、椎間板高の回復が困難であったのは、外科的手技および、使用される椎間インプ
ラントに起因していた。一つの手技によれば、適正なインプラントサイズを決めるために
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、手術器具が挿入される。次に、この手術器具が取り出されて、インプラントのための余
地を残す。しかしながら、装置が取り出された時、椎間板スペースは潰される。手術器具
が取り出された後、インプラントは、椎間板腔内に打撃挿入される。この一連の装置の挿
入と取り出し、およびその後に続くインプラントの打撃挿入のために、有害作用の危険度
は増す。
【０００４】
　比較的最近、手術器具の進歩および臨床効果増大の実証と共に、最小侵襲的手術法が受
け容れられてきている。最小侵襲技術では、創傷における装置の数の減少が処方されるの
で、円板高の回復を実現するために、拡張可能なインプラントに対する要求がさらに高ま
っている。
【０００５】
　高さ回復装置や、インプラントの打撃挿入の省略を可能とするインプラントを創出する
ために、これまで多くの試みが為されてきた。挿入後にインプラントのサイズの調整を可
能とする、様々なインプラントが開発されている。例えば、米国特許出願公報第2005/002
1041号(Michelson); 第2005/0010295号(Michelson); 第2004/0162618号(Mujwid et al.);
 第2004/0127994号(Kast et al.); 第2004/0059421号(Glenn et al.); 第2003/0195631号
(Ferree); 第2003/0130739号(Gerbec et al.); 第2003/0065396号(Michelson); 第2002/0
128713号(Ferree); 米国特許第6,852,129号(Gerbec et
al.); 第6,835,206号(Jackson); 第6,821,298号(Jackson); 第6,773,460号(Jackson); 第
6,648,917号(Gerbec et al.); 第6,595,998号(Johnson et al.); 第6,562,074号(Gerbec 
et
al.); 第6,558,424号(Thalgott); 第6,524,341号(Lang et al.); 第6,436,140号(Liu et 
al.); 第6,419,705号(Erickson); 第6,395,034号(Suddaby); 第6,200,348号(Biedermann 
et al); 第6,190,414号(Young et al.);
第6,176,882号(Biedermann et al.); 第6,117,174号(Nolan); 第6,102,950号(Vaccaro); 
第6,080,193号(Hochshuler et
al.); 第5,980,522号(Koros et al.); 第5,800,547号(Schafer et al.); 第5,702,453号(
Rabbe et al.);
第5,554,191号(Lahille et al.); 第5,522,899号(Michelson); 第5,514,180号(Heggeness
 et al.); 第5,171,278号(Pisharodi); および第4,863,476号(Shepperd)である。なお、
引用することによりこれらの全体を本明細書に含める。
【０００６】
　結果は、複雑で高価なインプラントの過剰な創出であった。多くは、特別のツールを必
要とし、しばしば溝の交差をもたらすネジを含んだり、あるいは、負荷した場合に動かな
くなる恐れのあるポップアップ式ラチェット形態を含んでいた。
【発明の開示】
【０００７】
　本発明によれば、椎体の間において円板高を回復するように設計された拡張可能な椎間
スペーサ（ＩＢＳ）が提供される。この拡張可能椎間スペーサ装置は、脊椎円板の負荷支
持代替物として、ヒト脊柱の隣接する椎体の間に埋め込み設置するのに適応する。この拡
張可能な椎間スペーサ装置は、２枚のプレートの間に配される、一体的可動性拡張部材、
またはスプレッダを有する。これらのプレートは、１個以上の接続部材によって接続され
る。接続部材は、プレートを互いに近接位置に保持する一方で、他方では、プレートが、
拡張部材の活性化によって、第１の未拡張位置から第２の拡張位置まで動くのを可能とす
る。本発明の局面によれば、椎間スペーサ装置は、未拡張または拡張形態において埋め込
まれ、次に、拡張部材を移動することによって十分な高さまで拡張することが可能である
。一つの実施態様では、椎間スペーサ装置は、装置の埋め込み後の融合を助長するため、
ＢＭＰおよび粉砕骨を受容するための空間が装置の中央に残されるように加工される。別
の実施態様では、椎間スペーサ装置は、種々の形状を持ってもよく、例えば、装置は、カ
シューナッツ形、矩形、または環状であってもよい。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図面では、同じ参照番号は、類似の要素または作用を特定する。図面における要素のサ
イズおよび相対的位置は、必ずしも実寸の通りに描かれてはいない。例えば、各種要素の
形および角度は実寸の通りに描かれてはおらず、これらの要素の内のいくつかは、図面の
分り易さを強調するために、任意に拡大され、配置される。
【０００９】
　これから各種実施態様が、付属の図面を参照しながら論じられる。これらの図面は、た
だ典型的実施態様のみを描くものであり、従って、本発明の範囲を限定するものと見なす
べきではないことを理解しなければならない。
【００１０】
　下記の説明において、本発明の各種実施態様の徹底的理解を実現するために、いくつか
の特定の詳細が記載される。しかしながら、当業者であれば、本発明は、これらの特定の
詳細部分の一つ以上を欠いても、あるいは、他の方法、成分、材料を用いても実施するこ
とが可能であることを認識されるであろう。他の実施例では、本発明の実施態様に関する
、不要で曖昧な説明を避けるために、椎間スペーサ装置および脊柱に関連する既知の構造
については詳しく図示も記載もしない。
【００１１】
　文脈が別様であることを要求しない限り、本明細書および特許請求項を通じて、「含む
」という用語、およびその変異形、例えば、「（三人称単数が）含む」、および「含む（
あるもの）」とは、外延的で、内包的な意味として、すなわち、「含むが、それに限定さ
れない」という意味として理解されなければならない。
【００１２】
　本明細書を通じて、「一つの実施態様」または「ある実施態様」という言及は、その実
施態様に関連して記載される、特定の特質、構造、または特徴が、本発明の少なくとも一
つの実施態様に含まれることを意味する。従って、本明細書を通じて様々な場所で挙げら
れる「一つの実施態様では」または「ある実施態様では」という句は、必ずしも全て同じ
実施態様を指すとは限らない。さらに、特定の特質、構造、または特徴は、一つ以上の実
施態様において任意の適切なやり方で組み合わされて、さらに別の実施態様を形成しても
よい。
【００１３】
　本明細書において提供される表題は、ただ便宜上だけのものであって、実施態様の範囲
または意味を解釈するものではない。
【００１４】
　本説明の局面によれば、高さ拡張手術装置の挿入を要することなく椎間の円板高を回復
するために、拡張可能な椎間スペーサ（ＩＢＳ）が提供される。本発明の一つの実施態様
によれば、装置は、萎縮、または未拡張位置の円板腔に挿入され、拡張部材またはスプレ
ッダが作動され、椎間スペーサ装置の高さを増して拡大位置に高める。拡張部材を作動す
ることによって装置の高さを拡大すると、それに対応して、円板腔の高さが拡大されるこ
ととなり、これは、円板間に、所望の椎間間隔を回復する。
【００１５】
　図１乃至図５は、第１平面要素またはプレート１１と、第２平面要素またはプレート１
２間の位置取り用拡張部材またはスプレッダ２０を含む、椎間スペーサ装置１０を示す。
プレート１１、１２は、１個以上の接続部材１４によって接続される。接続部材は、プレ
ート１１、１２を互いに接近位置に保持すると共に、他方、それらのプレートが側方に移
動して拡張し、互いに離れることも可能とする。
【００１６】
　図１および図２は、Ｕ型拡張部材２０の一つの実施態様である。この拡張部材２０は、
第１幅を有する末端セクション６、および、この二つの末端セクション６の間に設けられ
る陥凹セクション８を含む。二つのプレート１１、１２の間に延びる長手通路は異なる直
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径を持つ。そのため、通路は、比較的広い中央部分７、および、広い中央部分の両側に設
けられるより狭いチャンネル９を持つ。椎間スペーサ装置が未拡張状態にある時、スプレ
ッダ２０の第１末端セクション６は、第１および第２プレート１１、１２の間に設けられ
るアッセンブリの、対応する広大セクション７の中に保持される。スプレッダ２０の陥凹
セクション８は、第１および第２プレート１１、１２の間に形成される狭小チャンネル９
の中に配置される。さらに、拡張部材が、椎間スペーサ装置１０のプレート１１、１２の
間に部分的に挿入されている時、椎間スペーサは未拡張形態に留まる。従って、拡張部材
２０は、埋め込み前に、スプレッダ２０を表面プレート１１、１２の間に滑り込ませるこ
とによって、椎間スペーサ装置とあらかじめ集合することが可能である。
【００１７】
　図３、４、および５は、拡張部材２０の挿入前における、プレート１１、１２、および
接続部材１４の例示の画像を示す。この実施態様の局面によれば、プレート１１、１２は
さらに、椎体（図示せず）の端面に接触するための外表面２２を含む。図示のように、プ
レート１１、１２の外表面２２は、椎体に対して椎間スペーサ装置を一定位置に保持する
ための嵌合表面を実現するために、複数の、互いに隔てられた長手陥凹、溝、または、鋸
歯状辺縁を有する、平らな、不連続表面である。それとは別に、外表面は、実質的に滑ら
かであってもよい。さらに別の実施態様によれば、椎体に対して椎間スペーサ装置を一定
位置に保持するために、従来技術で既知の、別の固定機構を使用することも可能である。
【００１８】
　本発明のさらに別の局面によれば、椎間スペーサ装置は、移植ポートとして、または、
ＢＭＰおよび粉砕骨を受容し、それによって融合を助長できるように、椎間スペーサ装置
の中央にスペース３０を残すように加工される。
【００１９】
　図６Ａおよび図６Ｂは、拡張部材２０、および、非嵌合または萎縮位置において集束さ
れた椎間スペース装置１０を示す。図７Ａおよび図７Ｂは、嵌合または拡張位置における
椎間スペーサ装置を示す。さらに具体的には、拡張部材２０がユーザーによって前方に移
動されると、末端セクション６がチャンネル９に押し込まれる。該末端セクション６が、
チャンネル９の直径よりも大きな幅を持っている場合、拡張メンバー２０の末端セクショ
ン６は、プレート１１、１２を引き離し、このように椎間スペーサ装置１０のプレートを
互いに引き離すことによって該椎間スペーサ装置を拡張する。
【００２０】
　図６Ｂおよび図７Ｂに示すように、装置は、萎縮全体高Ｈ１および拡張全体高Ｈ２を持
つ。Ｈ１からＨ２への装置高の増加は、拡張部材の挿入によって第１および第２プレート
が互いに引き離されたことによる。操作時、萎縮状態の装置が選択された円板空間に打撃
挿入され、一旦所定の場所に納められたならば、拡張部材が嵌合され、装置の高さを拡張
する。装置は、高さのより低い萎縮形状では、外科医による埋め込みをより容易にし、他
方で、円板部位に対する損傷を最小にする。
【００２１】
　本発明の局面によれば、拡張部材２０はさらに、接続部材１４の各側面において、椎間
スペーサ装置１０のスロット３２に嵌合する保持タブ１６を含む。このタブ１６は、拡張
部材２０を所定の位置に納めるようにガイドしてもよい。それとは別に、タブ１６はまた
、図７Ａおよび図７Ｂに示すように、椎間スペーサ装置１０が拡張位置に置かれ、拡張部
材２０が嵌合した際、拡張部材２０を所定の場所にロックするように働いてもよい。
【００２２】
経椎間孔腰椎体融合術（ＴＬＩＦ）
　ここで図８乃至図１０を参照すると、例示の椎間スペーサ装置１４０が示される。この
椎間スペーサ装置１４０は、病気で冒された、または損傷された脊柱円板の代替となるが
、より詳細には、経椎間孔腰椎体融合術（ＴＬＩＦ）において使用される。ＴＬＩＦは、
円板空間に対する後側方アプローチである。通常、対面関節が除去されて、神経孔を介し
て円板空間への接近が図られる。外科医にとっては比較的高度の技術が要求されるが、こ
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のアプローチでは、神経要素の操作を無しで済ませることができるので、術後の神経欠陥
の危険度が抑えられる。さらに、軟部組織の多くが無傷で残されるため、この技術は、比
較的侵襲性の低いクラスに分類される。
【００２３】
　通常、この手術アプローチによれば、単一インプラントが設置され、骨移植材料（例え
ば、自家移植片またはＢＭＰ）によって囲まれる。ＴＬＩＦインプラントは中空である必
要はない。なぜなら、椎体の端面プレートの間に融合物質用に十分な空間が利用可能だか
らである。
【００２４】
　ＴＬＩＦ法用の既知の手術プロトコールによれば、インプラントは、円板空間の前面に
設置されるので、実質的な融合物質用の空間が得られ、正常な矢状アラインメント（すな
わち、脊柱前湾症）の形成が実現される。一つの実施態様によれば、ＴＬＩＦインプラン
トはカシューナッツ型またはバナナ型をしており、円板空間への挿入を促進するために先
細りの先端を持っていてもよい。表面組織（溝、凹み、粗い表面、棘等）は、神経孔の中
をインプラントが移動するのを阻止するような方向性を持つことが考えられる。インプラ
ントの前方または後方の移動は、周囲の靭帯の存在によって阻止されると予想される。術
時、ＴＬＩＦ椎間スペーサ装置を埋め込む主要目的は、病的椎骨を固定し、脊柱円板腔を
回復し、矢状アラインメントを実証し、かつ、椎体間骨融合のための環境を実現すること
である。
【００２５】
　インプラントの最終的設置を除いては、斜方手術法はＴＬＩＦ手術法と近似する。すな
わち、斜方手術法は、インプラントを円板空間の中央面に設置する。移植片は、インプラ
ントの前方と後方に設置することが可能である。それとは別に、斜方インプラントは長方
形足型を持ってもよい。インプラントは、前湾症を矯正するために、円板空間を横切って
傾斜角をもって置かれることになるので、インプラントは、最高辺縁がインプラントのも
っとも前方隅に、最短辺縁がインプラントのもっとも後方隅に来るように設置される。
【００２６】
　図８乃至図１０は、例えば、ＴＬＩＦアプローチに使用される、カシューナッツ型また
はバナナ型の例示インプラントを示す。さらに具体的には、図８は、ＴＬＩＦ手術法に使
用される、カシューナッツ型椎間スペーサ装置の、前方等尺平面図を示す。図９は、図８
のカシューナッツ型椎間スペーサ装置の、等尺底面図を示す。図１０は、図８のカシュー
ナッツ型椎間スペーサ装置の平面図を示す。
【００２７】
　カシューナッツ型椎間スペーサ装置１４０は、第１表面プレート１１４、および、接続
部材１２４によって近傍位置に保持される第２表面プレート１１５を含む。それとは別に
、第１表面プレート１１４と第２表面プレート１１５とは、拡張部材１１６に滑走可能に
接続されてもよい。滑走部材１１６は、プレート１１４、１１５の間に挟まれ、その間を
移動することが可能である。拡張部材１１６は、第１未拡張位置と第２拡張位置の間を移
動し、そうすることによって椎間スペーサ装置１４０を、比較的低い全体高さを持つ未拡
張位置と、比較的高い全体高さを持つ拡張位置の間を移動させる。図８乃至図１０の椎間
スペーサ装置１４０は、未拡張状態にある椎間スペーサ装置、例えば、埋め込み前装置と
して示される。
【００２８】
　この実施態様の局面によれば、拡張部材１１６は、椎間スペーサ装置１４０が拡張位置
に来るように拡張部材１１６が嵌合した場合に、拡張部材を、プレート１１４、１１５と
ロック関係に保持するためのタブ１２２を含む。この実施態様の局面によれば、タブ１２
２は、固定された突起であってもよいし、後退可能な凹みであってもよい。図示の実施態
様に示したように、タブ１２２は、プレートの開口１１８の中に保持されてもよい。それ
とは別に、プレートは、タブを軸揃えする、および／または保持するために、溝またはそ
の他のアラインメントガイドを含んでもよい。さらに別の実施態様によれば、プレート１
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１４、１１５は、拡張部材を保持するためのタブを含んでもよい。さらに別の実施態様に
よれば、拡張部材１１６は、ラッチ、ピン、キャッチ、または、従来技術で既知のその他
の保持機構によって、プレートに対してロック位置に固定されてもよい。
【００２９】
　図１１は、拡張部材を拡張する前の萎縮状態にある椎間スペーサ装置を示す。図１２は
、図１１の椎間スペーサ装置に使用されるダウエルとして構成される拡張部材を示す。図
１１に示すように、二つのダウエルまたはピン２３０は椎間スペーサ装置２３４の中に含
まれて、プレートを拡げ、椎間スペーサ装置を拡張する手段となる。図１２に示すように
、ダウエル２３０は、太い末端２３６と、より細い、または陥凹した中央部分２３８を含
む。ダウエルを、未嵌合または非拡張位置に設置した場合、第１肥大末端２３６は、椎間
スペーサ装置の陥凹に留まり、椎間スペーサ装置２３４が萎縮状態を維持するのを可能と
する。
【００３０】
　図１３は、本発明の原理に従って設けられる、前湾角Ｌを持つ椎間スペーサ装置の別態
様を示す。図１３に示すように、椎間スペーサ装置は、第２辺縁に比べて、より高い第１
辺縁を持つ。一つの実施態様では、前方辺縁は、後方辺縁よりも高い。従って、椎間スペ
ーサ装置の両平面は互いに離反することになり、これは前湾症の整復を助長する。それと
は別に、前湾整復は、テーパー型拡張部材またはクリップと定常厚のプレート、または、
テーパー型拡張部材と、一方または両方がテーパー型のプレートとの組み合わせによって
実現することが可能である。
【００３１】
　例えば、図１４は、楔型拡張部材４４２を持つ椎間スペーサ装置の別態様を示す。さら
に別の局面によれば、拡張部材は、該拡張部材が嵌合し椎間スペーサが拡張位置に来た場
合、後端に比べより高い前端を形成するように、シム、または任意の角度付き拡大手段と
同様に、テーパー型を取ってもよい。
【００３２】
　図１５は、椎間スペーサ装置の中心と、椎間スペーサ装置の外縁に沿って整列して第１
プレート４５６と第２プレート４５８を結合する、接続部材４５４とに整列する拡張部材
４５２を有する、椎間スペーサ装置の別態様を示す。
【００３３】
　図１６は、接続要素として別々のバイアス要素４６２を有する、椎間スペーサ装置の別
態様を示す。この実施態様の局面によれば、第１プレート４６４および第２プレート４６
６は、バイアス要素４６２によって、互いに近い位置に、例えば、互いに実質的に平行位
置に屈曲性に保持される。このバイアス要素４６２は、椎間スペーサ装置４６１の第１プ
レート４６４および第２プレート４６６を相対的位置に維持しながら、他方では、後述す
るように、拡張部材が椎間スペーサ装置の両プレートの間に挿入された場合、プレートが
互いに離れて移動するのを可能とするように、バネ、ｃ型クランプ、クランプ、コイル、
クリップ、または、その他の接続要素となっていてもよい。
【００３４】
前方腰椎体融合術
　ここで図１７乃至図２１を参照すると、例示の椎間スペーサ装置５４０が示される。こ
の椎間スペーサ装置５４０は、病気で冒された、または損傷された脊柱円板の代替となる
が、より詳細には、前方腰椎体融合術において使用される。前方腰椎体融合術（ＡＬＩＦ
）は、円板スペースに対する前方アプローチである。腹腔を通して脊柱の前面に達するた
めに、第２の一般外科医が用いられることが多い。前方の血管は移動させられ、前縦靭帯
は摘出される。後方の神経要素への接近は実現されない。
【００３５】
　高齢患者、または血管硬化症を抱える患者ではＡＬＩＦは比較的危険度が高い。第２の
外科医のためのコスト／必要性は障害となる場合がある。それでもなお、円板腔は極端に
潰れているが神経狭窄症がほとんど無い場合には、このアプローチは理想的である。
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【００３６】
　前方アプローチには、典型的には、大型の、単一インプラントが使用される。このイン
プラントは通常中空であり、かつ、隣接する椎体のサイズと形を持つ。前方および頚椎椎
間融合と、腰椎椎間融合については、インプラントまたは椎間スペーサ装置は、使用され
る椎間スペーサ装置の直径に関して異なる。インプラントは、典型的には、骨移植材料、
例えば、自家移植片またはＢＭＰによってパック、または、取り囲まれる。
【００３７】
　さらに具体的には、図１７は、例えば、ＡＬＩＦ、または頚椎処置に使用される、環状
椎間スペーサ装置を示す。本発明の別態様によれば、椎間スペーサ装置は、円形、長方形
、または円板形であってもよい。椎間スペーサ装置５４０は、接続部材５２４によって結
合される第１表面プレート５１４および第２表面プレート５１５を含む。別態様として、
第１表面プレート５１４および第２表面プレート５１５は、拡張部材５１６に直接結合さ
れる。拡張部材５１６は、プレート５１４、５１５の間に挟まれ、その間を移動すること
が可能である。拡張部材は、椎間スペーサ装置を、第１未拡張位置から第２拡張位置へ移
動させる。図１７乃至図２１の、前方または頚椎用椎間スペーサ装置は、例えば、椎間ス
ペーサ装置へ埋め込む前の、未拡張位置にあるところが示される。
【００３８】
　図１７、１９、２０、および２１に示すように、椎間スペーサ装置の上縁のタブ５１７
は開口５１９を含む。この開口は、ネジ、ステープル、ピン等によって、椎間スペーサ装
置を椎体に付着させるために使用されてもよい。別態様として、椎間スペーサ装置を椎体
に付着させるために、椎間スペーサ装置の中に含まれるフランジ、ループ、またはその他
の固定手段を用いてもよい。それとは別に、図１８に示すように、装置はタブ５１７無し
の状態で提供されてもよい。
【００３９】
　本発明の局面によれば、拡張部材５１６は、該拡張部材が嵌合して椎間スペーサ装置を
拡張位置に設置した場合、拡張部材を、プレート５１４、５１５に対してロック関係に維
持するためのタブ５２２を含む。別態様として、プレートは、拡張部材を保持するための
タブを含んでもよい。本発明のさらに別の実施態様によれば、拡張部材は、ラッチ、ピン
、キャッチ、または、従来技術で既知のその他の保持機構によって、プレートに対してロ
ック位置に固定することも可能である。
【００４０】
　図２１に示すように、拡張部材は５１６は、第１幅を有する末端セクション５２６と、
二つの末端セクション５２６の間に設けられる陥凹セクション５２８とを持つ。二つのプ
レート５１４、５１５の間に延びる長手通路は異なる直径を持つ。そのため、通路は、比
較的広い中央部分５３０、および、広い中央部分の両側に設けられるより狭いチャンネル
５３２を持つ。椎間スペーサ装置が未拡張状態にある時、拡張部材５１６の第１末端セク
ション５２６は、第１および第２プレート５１４、５１５の間に設けられるアッセンブリ
の、対応する広大セクション５３０の中に保持される。拡張部材５１６の陥凹セクション
５２８は、第１および第２プレート５１４、５１５の間に形成される狭小チャンネル５３
２の中に配置される。さらに、拡張部材が、椎間スペーサ装置のプレートの間に部分的に
挿入されている時、椎間スペーサは未拡張形態に留まる。拡張部材を、椎間スペーサ装置
のプレート間のある位置まで移動させることは、拡張部材５１６のより広い末端セクショ
ン５２８がプレート５１４、５１５を引き離すように作用し、従って該椎間装置を拡張す
る。
【００４１】
　さらに図２１に示すように、プレート５１４、５１５は先細りになって前湾整復を形成
する。それとは別に、前湾整復は、テーパー型拡張部材５１６またはクリップと定常厚の
プレート、または、後述するように、テーパー型拡張部材と、一方または両方がテーパー
型のプレートとの組み合わせによって実現することが可能である。拡張部材またはクリッ
プは、該拡張部材が嵌合または拡張位置に納まった場合、後端に比べより高い前端を形成
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し、そのためにプレートの厚みが定常に維持されるように、テーパー型、例えば、楔型、
またはその他の角度付き拡大手段と同様の形を取ってもよい。
【００４２】
側方および後方腰椎体融合術
　ここで図２２乃至図２６を参照すると、例示の椎間スペーサ装置６４０が示される。こ
の椎間スペーサ装置６４０は、病気で冒された、または損傷された脊柱円板の代替となる
が、より詳細には、後方または側方腰椎体融合術において使用される。後方腰椎体融合術
（ＰＬＩＦ）は、円板スペースに対する後方および正中アプローチである。通常、椎弓板
部分は取り除かれる。黄色靭帯および後縦靭帯は摘出される。脊髄／硬膜嚢は、円板腔へ
の接近を図るために移動させられる。
【００４３】
　ＰＬＩＦアプローチは、比較的広く実施され、技術的要求度は比較的低いが、患者にと
っては、例えば、ＴＬＩＦ技術よりも危険度が高い。神経要素の操作は、それらの要素に
対して損傷を及ぼす可能性がある。従来は、二つのインプラントを、それぞれ正中線の両
側に設置する。捻じ込み式インプラントの場合、形は通常円筒形である。打ち込み式イン
プラントの場合、形は通常直方体である。直方体インプラントは、１よりも大きい高対幅
比を持つことによって、硬膜の移動距離を狭めるので、好ましい。
【００４４】
　ＰＬＩＦインプラントは、骨移植材料用の余分のスペースを与えるよう中空となってい
ることが多い。２個のインプラントを用いることは、骨移植材料の設置のために残される
円板腔の量を下げるので、中空インプラント腔によって骨移植のための余分の空間が得ら
れる。インプラントは、通常、脊柱の適正な矢状アラインメントを実現するために、前方
から後方に向かうテーパーを持つ。上面および下面は、椎骨の端面とインプラントの嵌合
の緊密性を増すために凸型となっていてもよい。表面組織は、インプラントの後方移動を
阻止するような形状を持つ。
【００４５】
　アプローチがＰＬＩＦアプローチに対して直角となることを除いては、椎体融合におけ
る側方アプローチはＰＬＩＦに近似する。この場合も、二つのインプラントが使用される
。これらのインプラントは、円筒形の捻じ込み式インプラントでも、または、直方体の打
ち込み式インプラントであってもよい。二つのプラントは、ほとんどの場合、移植用の空
間をほとんど残さずに設置されるので、インプラントは、移植片設置用に中空である必要
がある。前湾整復のためには、インプラントは、通常、前側から後ろ側に向かうテーパー
を持つ。
【００４６】
　さらに具体的には、図２２乃至図２６は、側方、斜行、またはＰＬＩＦ処置において使
用される、長方形型椎間スペーサ装置を示す。本発明の別の実施態様によれば、椎間スペ
ーサ装置は、正方形型または多角形型であってもよい。
【００４７】
　椎間スペーサ装置６４０は、接続部材６２４によって結合される第１表面プレート６１
４および第２表面プレート６１５を含む。別態様として、第１表面プレート６１４および
第２表面プレート６１５は、拡張部材６１６に直接滑走自在に結合される。本明細書に記
載されるさらに別の実施態様によれば、拡張部材６１６は、クリップ、バネ、またはクラ
ンプのようなバイアス要素であってもよい。図２２に示すように、拡張部材６１６は、プ
レート６１４、６１５の間に挟まれ、その間を移動することが可能である。
【００４８】
　図２５に示すように、拡張部材６１６は、第１幅を有する末端セクション６２６と、二
つの末端セクション６２６の間に設けられる陥凹セクション６２８とを持つ。二つのプレ
ート６１４、６１５の間に延びる長手通路は異なる直径を持つ。そのため、通路は、比較
的広い中央部分６３０、および、広い中央部分の両側に設けられるより狭いチャンネル６
３２を持つ。椎間スペーサ装置が未拡張状態にある時、拡張部材６１６の第１末端セクシ
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ョン６２６は、第１および第２プレート６１４、６１５の間に設けられるアッセンブリの
、対応する広大セクション６３０の中に保持される。拡張部材６１６の陥凹セクション６
２８は、第１および第２プレート６１４、６１５の間に形成される狭小チャンネル６３２
の中に配置される。さらに、拡張部材が、椎間スペーサ装置のプレートの間に部分的に挿
入されている時、椎間スペーサは未拡張形態に留まる。拡張部材を、椎間スペーサ装置の
プレート間の完全嵌合位置まで移動させることは、拡張部材６１６のより広い末端セクシ
ョン６２８がプレート６１４、６１５を引き離すように作用し、従って該椎間装置を拡張
する。このようにして、拡張部材は、第１の未拡張位置と第２の拡張位置の間を移動する
。図２２乃至図２６の、前方または頚椎用椎間スペーサ装置は、例えば、椎間スペーサ装
置へ埋め込む前の、未拡張位置にあるところが示される。
【００４９】
　本発明の局面によれば、拡張部材６１６は、該拡張部材をプレートの間にガイドするた
めの、および／または、該拡張部材がプレート間に完全に挿入された場合、拡張部材を、
プレート６１４、６１５に対してロック関係に維持するためのタブ６２２を含む。別態様
として、プレートは、拡張部材を保持するためのタブを含んでもよい。本発明のさらに別
の実施態様によれば、拡張部材は、ラッチ、ピン、キャッチ、または、従来技術で既知の
その他の保持機構によって、プレートに対してロック位置に固定することも可能である。
【００５０】
　図２６に示すように、プレート６１４、６１５は先細りになって前湾整復を形成する。
それとは別に、前湾整復は、テーパー型拡張部材またはクリップと定常な椎間スペーサ装
置、または、後述するように、テーパー型拡張部材とテーパー型の椎間スペーサ装置との
組み合わせによって実現することが可能である。
【００５１】
　本発明の局面によれば、本発明に従って設けられる椎間スペーサ装置は、様々な材料、
例えば、ステンレススチール、炭素線維材料、各種プラスチック、チタン、セラミックス
、ＰＥＥＫ、または生体吸収性材料を含む材料によって製造されてもよいが、ただし材料
はこれらに限定されない。材料は、非多孔性で、不活性で、生物学的に適合的であっても
よい。材料はさらに、剛性で、非屈撓性、負荷担持材料、好ましくは弾性変形を示さない
材料を形成するのに十分な特徴を持っていてもよい。
【００５２】
　椎間スペーサ装置の成分、例えば、本明細書に記載されるプレートおよび拡張部材は、
開示の特性を実現するために、加工および／または金型成形されてもよい。椎間スペーサ
装置の各成分は、同じ材料で製造されても、あるいは、異なる材料から製造されてもよい
。
【００５３】
　本明細書で論じられたように、また、本発明の別態様によれば、椎間スペーサ装置の形
態は平行面を有するが、前湾整復のために、様々の方向性を持つ角度付き面を持つように
製造することも可能である。本発明の一つの実施態様によれば、椎間スペーサ装置はまた
、装置の嵌合は一端のみを拡張し、それによって前湾角を再現できるように構成すること
も可能である。本発明の別態様によれば、椎間スペーサ装置は、凸型の前方側壁および凹
型の後方側壁を持ち、そのために、スペーサ装置を横切る平面に関して凹から凸の輪郭が
実現される。一つの局面による椎間スペーサ装置は、経椎間孔腰椎体融合術法を実行可能
とするためにカシューナッツ型である。本発明の別態様によれば、椎間スペーサは、正方
形、多角形、または長方形型であってもよい。
【００５４】
　本明細書に開示される椎間スペーサ装置についてはいくつかの利点が明らかである。椎
間スペーサ装置を、萎縮または未拡張状態で挿入することが可能なので、外科医は、傷口
を過剰に翻転することなくスペーサ装置を設置することが可能である。一旦所定の場所に
設置したならば、スペーサ装置を嵌合すると、それによって椎間スペーサの拡張位置が実
現され、椎体に対する衝撃を最小としつつ、脊柱円板腔の完全な回復が達成される。
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【００５５】
　例示の実施態様に関する上記説明は、要約書に記載されるものを含めて、網羅的である
ことを意図するものでも、本発明を、開示された正確な形態に限定することを意図するも
のでもない。本明細書において例示の目的のために特定の実施態様および例が記載された
が、当業者には認識されるように、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、様々
な等価的改変を実行することが可能である。本明細書において、本発明に関して与えられ
た教示は、椎間スペーサ装置には適用されるが、一般的に説明された、例示のカシューナ
ッツ型経椎間孔スペーサ装置には必ずしも適用されない。
【００５６】
　前述の様々な実施態様を組み合わせてさらに別の実施態様を実現することも可能である
。本明細書で引用された、および／または、出願データシートに列挙されたその全体であ
る、米国特許、米国特許出願公報、米国特許出願、外国特許、外国特許出願、非特許出版
物の全て。本発明の局面は、要すれば、各種特許、出願、および出版物のシステム、材料
、および概念を採用し、それによって、本発明のさらに別の実施態様を実現可能とするよ
う修飾することが可能である。
【００５７】
　上に詳述した説明の観点より、上記およびその他の変更を本発明に対し実行することが
可能である。一般に、特許請求の範囲において用いられる用語は、本明細書および請求項
で開示される特定の実施態様に本発明を限定するものと考えてはならず、請求項に従って
動作する全ての椎間スペーサ装置を含むものと思料しなければならない。従って、本発明
は、開示によっては限定されず、むしろその範囲は、付随する請求項によって完全に決定
されるべきものである。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】図１は、本発明の原理による椎間スペーサ装置の拡張部材の平面図を示す。
【図２】図２は、図１の拡張部材の側面図を示す。
【図３】図３は、本発明の原理による椎間スペーサ装置の本体の側面図を示す。
【図４】図４は、図３の椎間スペーサ装置の平面図を示す。
【図５】図５は、図４の直線５－５に沿って得られた、椎間スペーサ装置の断面図を示す
。
【図６Ａ】図６Ａは、本発明の原理による、未拡張状態の、例示の椎間スペーサ装置の平
面図を示す。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本発明の原理による、未拡張状態の、図６Ａの椎間スペーサの側面
図を示す。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明の原理による、拡張状態の、例示の椎間スペーサ装置の平面
図を示す。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本発明の原理による、拡張状態の、図７Ａの椎間スペーサ装置の側
面図を示す。
【図８】図８は、本発明の原理による、カシューナッツ型椎間スペーサ装置の、前方等尺
平面図を示す。
【図９】図９は、図８のカシューナッツ型椎間スペーサ装置の、等尺底面図を示す。
【図１０】図１０は、図８のカシューナッツ型椎間スペーサ装置の平面図を示す。
【図１１】図１１は、別の実施態様で、未拡張状態にある椎間スペーサ装置の平面図を示
す。
【図１２】図１２は、図１１の椎間スペーサ装置に使用されるダウエルとして構成される
拡張部材を示す。
【図１３】図１３は、別態様において、本発明の原理に従って設けられる、前湾角を整復
するための椎間スペーサ装置の側面図を示す。
【図１４】図１４は、別態様において、本発明の原理に従って設けられる、楔型拡張部材
を持つ椎間スペーサ装置の側面図を示す。
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【図１５】図１５は、別態様において、本発明の原理に従って設けられる椎間スペーサ装
置であって、拡張部材が、装置の中心と、外縁に沿って整列される接続要素とに整列する
椎間スペーサ装置の端面図を示す。
【図１６】図１６は、別態様において、本発明の原理に従って設けられる椎間スペーサ装
置であって、接続要素として別々のバネ要素を有する、椎間スペーサ装置の側面図を示す
。
【図１７】図１７は、本発明の原理による、上方タブを有する、円盤型頚椎用または前方
用椎間スペーサ装置の前方等尺平面図を示す。
【図１８】図１８は、本発明の原理による、上方タブを持たない、円盤型頚椎用または前
方用椎間スペーサ装置の前方等尺平面図を示す。
【図１９】図１９は、図１７の円盤型椎間スペーサ装置の平面図を示す。
【図２０】図２０は、図１７の円盤型椎間スペーサ装置の端面図を示す。
【図２１】図２１は、図１７の円盤型椎間スペーサ装置の側面図を示す。
【図２２】図２２は、本発明の原理に従って設けられる、長方形型椎間スペーサ装置の等
尺後面図を示す。
【図２３】図２３は、図２２の長方形型椎間スペーサ装置の等尺前面図を示す。
【図２４】図２４は、図２２の長方形型椎間スペーサ装置の平面図を示す。
【図２５】図２５は、図２２の長方形型椎間スペーサ装置の側面図を示す。
【図２６】図２６は、図２２の長方形型椎間スペーサ装置の端面図を示す。
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【図３】
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【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７Ａ】
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